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平成２３年度予算編成について（依命通達）  
 
内閣府は９月の月例経済報告の基調判断において、「景気は、引き

続き持ち直してきており、自律的回復に向けた動きもみられるが、こ

のところ環境の厳しさは増している。また、失業率が高水準にあるな

ど依然として厳しい状況にある。」としている。  
また、本区の零細・中小企業の景況は、改善の兆しが見られるもの

の、依然として多くの事業者が売上の停滞等の不安を訴えており、厳

しい経営環境が続いている。  
 
本区の財政状況は、企業収益や雇用情勢の悪化などによって、主要

な財源である特別区交付金や特別区税が大幅に減収しており、今後、

急速な回復は期待できない状況である。一方、生活保護など扶助費の

増加や進展する少子高齢化への対応、区有施設の維持・保全など、増

大する様々な財政需要を抱えており、区財政は極めて厳しい環境に直

面している。  
 
こうした状況の中、平成２１年度に改定した長期総合計画後期計画

を具体化するとともに、社会経済状況の変化や新たな行政課題の発生

に対応するため、新行政計画の策定を進めている。  
平成２３年度予算においては、「にぎわい いきいき したまち台

東」の実現を確固とするため、この計画を十分に踏まえ、区民の生活

を守り、区の将来を見据えた施策をさらに展開していくことが必要で



ある。  
 

 そのためには、このたび策定する新たな行政経営推進プランに基づ

き、事業の選択と集中を可能とする仕組みを構築するとともに、全庁

的な意識の共有化・連携強化や外部の視点の活用などによって、予算

配分の重点化を徹底することが重要である。  
 また、これまで以上の検証や創意工夫を重ねて、各々の事務事業を

より効果的かつ効率的なものとするとともに、経常的経費の削減や財

源の確保などを積極的に図り、健全で持続可能な財政運営を推進して

いかなければならない。  
 

平成２３年度の予算編成にあたっては、これらの状況に加えて、「行

政計画・予算要求予定事業区長プレゼンテーション」において明らか

にされた課題や方向性、さらに今後開催する「予算編成方針会議」を

踏まえ、部長の責任とリーダーシップの下、予算編成に取り組まれた

い。  
以上のことを踏まえ、下記事項に留意の上、別に定める期日までに

見積書を提出されたい。  
この旨、命により通達する。  
 
 

記  
 
１．  現在策定中の行政計画（平成２３年度～２５年度）の計画事

業については、着実な実施が図れるよう事業の実効性等を十分

に検討し、所要額を見積もること。  
 
２．  予算要求は、本年度実施した行政評価の視点からすべての事

業を対象に見直しを行い、整理統合等を推進すること。また、

これまでの外部評価等の結果報告に十分留意すること。  



さらに、区民の要望を的確に把握し、議会の審議経過等を踏

まえ、緊急性の高い事業を重点に予算化を図ること。  
 

３．  既定事業については、原則として平成２２年度予算の範囲内

で所要額を見積もること。なお、各部の責任において、これま

で以上に創意工夫を凝らし、最大限の経費縮減に努めること。  
特に、事務管理経費については、今までの慣習や前例など従

来の枠組みにとらわれることなく、徹底した削減を行うこと。  
 

４．  新規事業については、将来の財政需要や費用対効果、後年度

の負担を明らかにし、十分に検討して実効性の高い予算を計上

すること。また、スクラップ・アンド・ビルドやサンセット方

式などにより、財政負担の抑制に努めること。  
 
５．  補助事業をはじめ、国や都の制度改正に関連する事業につい

ては、予算編成の動向に十分留意するとともに、的確な情報把

握に努めること。  
 
６．  社会保障関連経費については、過去の実績等を的確に把握し、

今後の制度改正の動向に注意して、適正な所要額の算定を行う

こと。  
 
７．  経済対策関連経費については、事業効果を検証するとともに、

区内零細・中小企業へ配慮し、所要額の算定を行うこと。  
 
８．  区出資の財団等については、財政支援団体検討会の報告を踏

まえ、経営努力をより一層促すとともに事業計画を十分精査の

上、補助及び委託の内容、方法等を見直し､所要額を見積もるこ

と。  
 



９．  施設の建設・改修は､「台東区における区有施設建設コスト縮

減計画」の趣旨を十分踏まえ､コスト削減に努めるとともに、施

設内容、工事日程、地域住民の対応等十分に調整を行い、後日

予算の組み替えなどが起きぬよう細心の注意を払うこと。また、

効率的な管理運営に配慮した仕様とすること。  
 
１０．  施策全般にわたって創意工夫を重ね、情報化の推進、民間活

力の積極的な活用等、経営感覚を持ち、効率的な行財政運営に

心がけること。  
 
１１．  区有財産の有効活用、広告収入等、新たな財源の確保や、収

入未済の縮減に努めること。  
 
１２．  環境マネジメントシステムの趣旨に則して、省資源、省エネ

ルギーの徹底を図り、可能な限り環境負荷の低減及び経費の節

減に努めること。  
 

なお、予算見積書の作成にあたっては､別途、企画財政部長より通

知される「平成２３年度予算見積書の作成について」により処理され

たい。  
 


